




第４条第２項第1号
（保育・幼児教育に関する学識経験者）

大学教授（２名）

第４条第２項第２号
（公認会計士、税理士その他会計に関し専門的知識又は経験を有する者）

公認会計士（１名）

第４条第２項第３号
（建築物の設計・工事監理に関し専門的知識又は経験を有する者）

一級建築士（１名）

第４条第２項第４号
（子どもの保育に関し専門的知識又は経験を有する者）

保育士（１名）

第４条第２項第５号
（市内保育所の保護者会の役員の代表その他これに類する者）

保護者代表（１名）

第４条第２項第６号
（民生委員・児童委員）

主任児童委員（１名）

一宮市保育所移管先事業者選定委員会委員


